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3 特別受益  

 

(1)特別受益の範囲  

 特別受益は，「遺贈」と「贈与」ですが，遺贈は遺産分割方法の指定として特定の相続人が相続

したものも含まれます。 

 「贈与」は，「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与に限られます（民

903）。 

 

 

 

 

 


